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平成１９年５月３１日に混入を確認した米国産うるち精米の異物について

平成19年5月31日に米国産うるち精米に混入を確認した「カビ状の異物」

（6月4日公表）について、分離・同定を行った結果、カビ毒を産生するカビ

は同定されず、アフラトキシンも検出されなかった。

このため、これまで政府が同一本船により輸入し保有している、7,481ト

、 。ンの米国産うるち精米についての移動の凍結を 本日付けをもって解除した

なお、移動の凍結の解除を行った米穀の使用に当たっては、今後ともカビ

の混入の有無について確認し、異常のないもののみを使用することとしてい

る。

また、5月31日に異物の混入を確認した原材料米穀１袋（30kg）について

は、事故品として扱い、非食用向けに使用することとしている。
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